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休職とは、従業員について労務に従事させること

が不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者

がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持さ

せながら労務への従事を免除することまたは禁止す

ることをいいます。私傷病による欠勤は労務不提供

であり、長期に及べば普通解雇事由になりますが、

休職制度はこれを一定期間猶予するという性質を有

します。この休職制度を設けるかどうかは会社の任

意であり、制度設計についても、合理的な範囲で会

社が決めることができます。 

私傷病休職の場合、通常は休職期間中に傷病が治癒

すれば、休職事由が消滅して復職となり、治癒せず

に休職期間が満了すれば自然退職という制度にして

いるところが多いでしょう。正式な職場復帰決定の

前に、試し出勤制度を設けることにより、復職の可

否をある程度判断することができますし、復帰がよ

りスムーズに進む効果が考えられます。 

どのような試し出勤制度を設けるかは会社で規定

することになります。試し出勤制度を、休職期間と

位置付けるならば、その期間は、指揮命令・管理は

せず、したがって債務の本旨に従った労務の提供は

ないので賃金は発生せず、労災（業務災害、通勤災

害）の適用もないということになり、交通費の支給

も基本的には不要です。あくまで、休職者の自由な

意思によって会社に出勤し作業を行うものですか

ら、会社側が一方的に指示をするようなことは避け

なければなりません。 

また、従業員が「復職」と勘違いして認識し、復

職の有無について争いに発展することもあります。

「試し出勤の実施期間は、休職期間に通算される」

旨の規定を設け、復職ではないことを明らかにして

おきましょう。そして、試し出勤は復職でないこ

と、その内容や取扱いについて、本人にも書面等で

十分説明しておくことが重要です。
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              Ｑ＆Ａ その疑問にお答えします！ 

Ｑ．産休や育休による休業を、賞与査定の項目の「出勤率」算定の際に出勤扱いしないのは、問題ないでしょうか？ 

A.有効性は、出勤率の低い従業員がある種の経済的利益を得られないという措置の合理性と当該従業員が受ける

不利益の程度を総合衡量して判断されます。 

賞与の算定については、年次有給休暇の出勤率「8割以上」の計算のように労災や産前産後による休業等を出

勤と「みなす」（労基法 39 条 8 項）というような決まりはありません。従業員の出勤率低下防止等の観点から、

出勤率の低い者について査定を低くする措置をとるのは合理性があります。他方で従業員の受ける不利益はその

措置との関係で大小があります。ですので、その有効性は、措置の内容と不利益の程度を総合衡量して判断され

ます。判例では、賞与の支給要件として出勤率 90％以上とし、産休及び育児勤務時間短縮分を欠勤扱いとした場

合に、これを無効としたものがあります。ただし、この判例では、90％未満であれば賞与が一切支給されず産休

等を取った場合はそれだけで支給されない可能性が高い、年間収入に占める賞与比重が相当大きい、ということ

が重視されての判断になっています。例えば、これが、出勤率が 80％未満のときは、ＳＡＢＣＤの５段階評価

（標準Ｂ）で、ＳＡ上位 2段階評価はつけないという措置ならば、標準Ｂの可能性もあるので、ただちに無効と

されるほど不利益は大きなものではないと考えられます。産休や育休のような法の権利に基づく不就労の取扱

は、「権利行使を抑制し、ひいては権利を保障した趣旨を実質的に失わせない」という視点で設計しましょう。 

2017.12
《業務内容》 

人事・労務管理の助言指導、構築支援 

労働・社会保険関係成立、算定、年度更新、資格得

喪、給付関係など諸手続、就業規則など諸規程の作

成・見直し・整備・届出、行政官庁の調査対応、 

各種助成金の活用支援・助言・申請代行 



        

 

               

            

●法知識● パートタイム労働法
【１】差別的取扱いは、禁止されている 

パートタイム労働法では、短時間労働者につい
て、適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常
の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上
等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働
者との均衡のとれた待遇の確保等が求められていま
す。特に「通常の労働者と同視すべき短時間労働
者」については、賃金の決定方法をはじめ、教育訓
練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべての待
遇について、パートタイム労働者であることを理由
として差別的に取り扱うことを禁止しています。 
 
【２】通常の労働者と同視すべき短時間労働者は？ 

次の２要件を満たす者をいいます。 
①職務の内容が通常の労働者と同一であること。
②全雇用期間を通じて人材活用の仕組みや運用が 
 通常の労働者と同一であること。 

 
【３】「職務内容が同一」とは？ 
「職務の内容」とは、「業務の内容及び当該業務に

伴う責任の程度」をいいます。具体的には、 
①業務の種類（職種）が同一 
②業務のうち中核的業務が実質的に同一 
③責任の程度が著しく異ならない 
であれば職務内容は同一と判断されます。完全に

同一でなく、「実質的に同一」「著しく異なってい
ない」を基準にしていることに注意が必要です。 
 
【４】「全雇用期間を通じて人材活用の仕組みや運

用が通常の労働者と同一」とは？ 
「全雇用期間を通じて人材活用の仕組みや運用が

通常の労働者と同一」とは、職務の内容及び配置が
通常の労働者の職務の内容および配置の範囲と同一
の範囲内で変更されることを見込まれることをいい
ます。具体的には、 

①転勤の有無 
②転勤の範囲が実質的に同じ 
③職務内容の変更と配置の変更の有無 
④職務内容の変更と配置の変更の範囲が実質的に

同じ 
であれば、この要件を満たすことになります。 

 
【５】パートと正社員の違いを明確に 
 同一労働同一賃金の流れもあり、近時裁判例が多
くなってきて、法改正も予定されています。不合理
な待遇差は解消するようにし、待遇差がある場合に
は、パートと正社員の位置づけを明確にし、職責や
配置等の違いがあり、それに基づく待遇差であると
しっかり説明できるようにしておきましょう。 

師走ですね。小心者の私は、早め早めで仕事はするように

しているのですが、年内にやるべきことがちゃんと終わるか、

この時期はなんだかいつもソワソワして過ごしている気がし

ます。今年も、いろいろなご縁で支えていただいて、開業 2

年目を無事終えることができました。ありがとうございまし

た。心から尊敬できるお客様に恵まれて、いつも様々な気づ

きをいただいています。自分の仕事に活かして、より良いサー

ビス品質にすることで、お返しできますよう、来年も精進して

まいります。よいお年をお迎えくださいませ。 

中⼩企業事業主が、従業員に育児休業を取得させる
場合の助成⾦として、両⽴⽀援等助成⾦「育児休業等
⽀援コース」があります。このコースでは、①育休業
取得時、②職場復帰時、③代替要員確保、の３パター
ンで助成⾦の⽀給が⾏われます。 

助成額は、①と②が28.5万円、③が47.5万円、職場
復帰を⽀援すると19万円が加算、対象者が有期契約者
の場合には、9.5万円が加算されます。 
１企業につき2⼈まで（有期契約者、無期雇⽤者各１
名ずつ）まで⽀給されます。 
下記がそれぞれの主な要件です。 
 
①育休取得時 
１）対象者と⾯談を⾏い、結果を記録する 
２）「育休復帰⽀援プラン」を作成する 
３）プランに基づき産休開始前までに引き継ぎを⾏う 
４）３ヵ⽉以上の育児休業を取得させる 
 
②職場復帰時 
５）育休中に、職場の情報や資料の提供を⾏う 
６）職場復帰前と後に、⾯談を実施し、記録する 
７）原職に復帰させ、6ヶ⽉継続雇⽤する 
 
③代替要員確保時 
８）就業規則に育児休業後は、原職に復帰する旨を規

定する 
９）３ヵ⽉以上の育休取得、代替要員を確保する 
10）原職復帰後、さらに6ヶ⽉以上継続就業する 
 
 他に「育児・介護休業法」の「育児休業制度」及び
「育児短時間勤務制度」について、就業規則に定めて
いること、「次世代育成⽀援対策推進法」に規定する
⼀般事業主⾏動計画を策定・届出すること、またこの
計画を公表し、従業員に周知させる措置を講じている
ことが必要になります。 

中小企業・小規模事業者等が IT ツール（ソフ

トウエア サービス等）を導入する

健康診断の実施等の義務について 
長時間労働が問題視され、従業員の健康管理がますま
す重要になっていますので、「健康診断」の義務につ
いて、簡単におさらいしたいと思います。会社は、1
年以内ごとに 1 回、定期に健康診断を行わなければな
りません。対象者は、基本的に健康保険に加入してい
る方になります。実施費用については、会社に負担義
務があり、その時間の賃金も払うことが望ましいとさ
れています。結果については、健康診断個人票を作成
し、5 年間の保存義務があります。異常の所見がある
場合、当該従業員の健康保持に必要な措置について、
3 ヵ月以内に医師等に意見を聴いて、個人票に記載す
る必要があります。また、その意見を勘案して必要な
らば、就業場所の変更や作業の転換等の措置を講じる
義務があります。健康診断結果は本人に通知し、50 人
以上の会社は定期健康診断結果報告書を監督署に提出
する義務があります。 

   


